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１ 計画の趣旨、現状 

 

⑴ 計画の趣旨 

 

本計画は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一 

部を改正する法律に基づき、服務を監督する教育委員会として、教育職員の心身の健 

康を確保し、在校等時間の長時間化を防ぐための業務量管理・健康確保措置を計画的 

に推進するために策定します。 

 

本計画を通じて、教育職員が健康な状態で、自らも学ぶ時間を確保しながら専門性 

を最大限に発揮して、いきいきと子供たちへの教育に邁進できるようにすることを目 

指します。単なる時間の削減に留まらず、ライフワークバランスを確立し、教育職員 

が笑顔で子供に向き合うことができる環境づくりを行うことで、本市における教育の 

質の維持及び向上を図ります。 

 

⑵ 小金井市教育委員会の現状 

 

本市では、「小金井市立学校の管理運営に関する規則」を定め、教育職員の在校時 

  間の管理及びその時間の縮減に取り組んできました。 

１１月に実施した令和７年度働き方改革キャンペーン月間の勤務実態調査結果は、 

以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

➀ 現状の評価と課題 

取組の結果、１か月あたりの平均時間外在校時間は、国の目標（令和１１年度ま 

でに平均３０時間程度）に迫る水準まで改善しました。小学校（３０時間０６分） 

に比べ中学校（３３時間３６分）や副校長（４２時間２４分）の負担が相対的に高 

く、職種や校種による偏りの解消が必要です。 

８０時間以下の教育職員が９９．４％、４５時間以下の教育職員が７９．２％で

あり、計画的に４５時間以下の教育職員の割合を１００％にすることが必要です。 

 

 

 

 

項 目 令和４年 11 月 令和５年 11 月 令和６年 11 月 令和７年 11 月 

１か月あたりの平均時間外在校時間 44 時間 24 分 38 時間 18 分 37 時間 47 分 31 時間 12 分 

※小学校 平均時 間外在 校時間 43 時間 13 分 37 時間 26 分 36 時間 31 分 30 時間 06 分 

※中学校 平均時 間外在 校時間 46 時間 52 分 40 時間 09 分 40 時間 40 分 33 時間 36 分 

※副校長 平均時 間外在 校時間 57 時間 50 分 50 時間 54 分 52 時間 06 分 42 時間 24 分 

8 0 時 間 以 下 の 教 育 職 員 の 割 合 ９３．２％ ９７．２％ ９７．３％ ９９．４％ 

4 5 時 間 以 下 の 教 育 職 員 の 割 合 ５４．１％ ６３．８％ ６５．６％ ７９．２％ 
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➁ 健康面（ストレスチェック結果） 

令和７年度の調査では、市全体の総合健康リスクは「８０」（全国平均１００）

と良好な水準です。しかし、高ストレス者が１０％を超えていることから、引き続

き特定の人に業務が集中していないか注意し、改善を図ることが必要です。 

 

 こうしたことを踏まえ、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別

措置法第 8条に基づき、本計画を策定するものです。 

なお、本計画については、毎年度の実施状況の公表に合わせて点検し、必要な場合

は改定します。 

 

２ 目標 

 

本計画において達成を目指す目標は、以下のとおりです。 

 

⑴ 時間外在校等時間に関する目標 

・ １か月あたり時間外在校等時間が４５時間以下の教育職員を１００％にします。 

・ １年間における１か月あたり時間外在校等時間の平均時間を３０時間以下とする 

ことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標 

・  ストレスチェックの健康リスク値を全国平均１００以下にします。 

・  ストレスチェックの高ストレス者数（割合）を１０％以下にします。 

・  年次有給休暇の平均取得日数を年間２０日とすることを目指します。 

  （※ 令和６年度 年次有給休暇平均取得日数 １６．９日） 

 

３ 計画の期間 

 

  令和８年度から令和１１年度まで 

項 目 令和４年 11 月 令和５年 11 月 令和６年 11 月 令和７年 11 月 

ストレスチェック（量―コントロール） １０１ １０２ １０１ １００ 

ストレスチェック（職 場 支 援） ８６ ８５ ８３ ８０ 

ストレスチェック（総合リスク） ８６ ８６ ８３ ８０ 

高ストレス者数（  割  合  ） １３．３％ １０．６％ １０．３％ １０．５％ 

項 目 
（参考） 

令和７年度 

目標値 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

１か月あたりの平均時間外在校時間 31 時間 12 分 31 時間 00 分 30 時間 40 分 30 時間 20 分 30 時間 00 分 

※小学校平均時間外在校時間 30 時間 06 分 30 時間 00 分 30 時間 00 分 30 時間 00 分 30 時間 00 分 

※中学校平均時間外在校時間 33 時間 36 分 33 時間 00 分 32 時間 00 分 31 時間 00 分 30 時間 00 分 

※副校長平均時間外在校時間 42 時間 24 分 39 時間 00 分 36 時間 00 分 33 時間 00 分 30 時間 00 分 

80 時間以下の教育職員の割合 ９９．４％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ 

45 時間以下の教育職員の割合 ７９．２％ ９０．０％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ 
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４ 実施する業務量管理・健康確保措置の内容 

  

 本市では、本計画期間中の重点事項として、以下の内容に取り組みます。 

 

⑴ 「業務の３分類」を踏まえた業務の見直し 

 

➀ 学校以外が担うべき業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➁ 教師以外が積極的に参画すべき業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➂ 教師の業務だが、負担軽減を推進すべき業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務分類 講ずべき措置（本市の取組） 

登下校時の通学路におけ

る日常的な見守り活動等 

 児童・生徒の登校時刻を教育職員の所定の勤務開始時刻より後に設定するこ

とを推進します。 

 保護者・地域住民による通学路の見守り体制の構築を推進します。 

学校徴収金の収集・管理 
 給食費等の学校徴収金について、公会計化の実施を検討・精査します。 

公会計化が困難なものについては、保護者による直接購入等を検討します。 

過剰な苦情や不当な要求

等への対応 

 市長部局と連携し、教育委員会が組織として責任を持って対応します。 

苦情等に対応する相談窓口の設置を検討するとともに、スクールロイヤー等

の専門家を活用できる環境の整備に努めます。 

業務分類 講ずべき措置（本市の取組） 

調査・統計等への回答 

 教育委員会からの調査・研修会等の精選を引き続き進め、校務支援システム

の機能等を活用し、事務負担を軽減します。 

 副校長補佐を配置し、事務体制の強化を図ります。 

ICT 機器・ネットワーク整

備の日常的な保守・管理 

 スクール・サポート・スタッフ及びＧＩＧＡスクールサポーターが中心とな

って行うとともに、学校の実情に即した対応も検討します。 

部活動 

 休日の部活動の地域展開を原則として早期の実現を目指します。 

部活動指導員・外部指導員を増員し、教職員の業務軽減を図ります。 

また、小金井市立中学校の部活動に関するガイドラインに沿った活動時間・

日数に収めます。 

業務分類 講ずべき措置（本市の取組） 

授業準備 

(小学校副担任) 

 小学校において、小学校副担任（エデュケーション・アシスタント）を各校

2 人配置し、教職員の業務軽減を図ります。 

授業準備、学習評価や成

績処理 

 教材等の印刷や採点作業等の補助的な業務について、教育職員業務支援員（ス

クール・サポート・スタッフ）が中心となって実施するとともに、大規模校に

おけるスクール・サポート・スタッフの拡充措置を有効活用します。 

また、校務支援システムや自動採点技術等のデジタル技術の活用を促進し、

事務負担を軽減します。 

学校行事の準備・運営 

(副校長等の業務負担の

軽減) 

学校共同事務室・スクール・サポート・スタッフが業務分担表を基に、副校

長業務の軽減を図ります。 

副校長補佐を有効活用するため、継続配置を東京都に要望します。 

支援が必要な児童・生徒・

家庭への対応 

 養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、医療的ケ

ア看護職員、特別支援教育支援員等の専門人材との協働を促進します。 

教育委員会において医療・福祉・警察等の関係機関との連携に関する研修を

実施し、組織的支援体制を構築します。 
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⑵ 学校における措置の推進 

    

 学校における働き方改革の推進のため、校長のリーダーシップのもと、以下の措置を

推進します。 

 

➀ 教育課程の見直し 

 年間総授業時数や週当たり授業時数が標準を大きく上回る学校については、指導

体制に見合うものとなるよう見直しし、教育の質の向上のために必要な時間的余裕

を創出します。 

 

➁ 学校行事等の精選・日課表の工夫 

 教育的価値を踏まえて学校行事を精選又は統合します。放課後の児童・生徒の活

動時間（補習、部活動を含む）を教育職員に割り振られた勤務時間内に適切に設定

します。 

 

➂ 校務の効率化（ＤＸの推進） 

 デジタル技術を活用した校務の効率化を推進し、校務ＤＸチェックリストに基づ

いた自己点検の達成状況を改善します。 

 

➃ 外部からの電話等への対応抑制 

 勤務時間外に外部からの電話等に応対する必要がない環境を整備するため、自動

応答メッセージ機能を全校に導入します。 

併せて、保護者からのハラスメント事案への対応を強化する観点から、通話録音

機能を全校に設置します。 

 

➄ 学校評価との整合性 

 学校評価の結果に基づき学校運営の改善を図る際には、その措置が本計画に適合

し、在校等時間の長時間化につながらないようにします。 

 

⑶ 教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 

 

➀ 長時間勤務者への面接指導 

 １か月あたり時間外在校等時間が４５時間を超えた教育職員には、管理職による

面談を実施します。 

 また、８０時間を超えた教育職員には、医師による面接指導を実施します。 

 

➁ 勤務間インターバルの確保 

 正規の勤務時間遵守を基本としつつ、教育職員の睡眠と生活時間を守るため、終

業から始業まで少なくとも１１時間の休息を確保します。 

 これを健康保持の最低限の基準とし、在校時間の長期化を抑制します。 
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➂ 学校閉庁日・定時退校日 

 毎年８月１１日の山の日に接する平日の４日から５日間を一斉閉校日とし、土・

日・祝日を含め実質連続の休日となるよう実施します。 

 また、所定の勤務終了時刻までに退校する日（定時退校日）を週１回以上（月４

回以上）設定します。 

 

➃ 年次有給休暇の取得促進 

 夏季休業中に、土・日を含めて９日以上の連続取得を推奨します。 

また、年間を通じた計画的な取得を促進し、年間平均取得日数２０日の達成を目

指します。 

 

➄ 柔軟な働き方の推進 

 時差勤務制度、テレワークその他の柔軟な働き方について導入を検討し、環境整

備を図ります。 

 

➅ ストレスチェック及び相談窓口 

  ストレスチェックの実施率１００％を目指し、実施後の集団分析結果も活用して職

場改善を推進します。 

また、心身の健康問題についての相談窓口を設置します。 

 

５ 関連する取組、今後のフォローアップについて 

 

⑴ 計画の公表と報告 

 実施計画を策定・変更したときは、遅滞なく公表するとともに、総合教育会議に報告

します。 

また、毎年度、実施計画の目標達成状況を含む実施状況を公表し、総合教育会議に報

告します。 

 本計画の策定・実施に当たっては、市長部局と認識を共有し、教育職員の健康及び福

祉の確保に関し専門的な助言を求めるなど、連携を図ります。 

 

⑵ フォローアップ及び学校への支援 

 取組の着実な実行を図るため、市内の各学校の教育職員の在校等時間の状況を、出退

勤管理システム等により毎月把握します。 

長時間勤務や休憩時間の確保が困難な学校に対し、教育委員会は聞き取りにより業

務過多の要因を特定した上で、非常勤教員や副校長補佐等の優先配置、行事等を精選す

るなどカリキュラム・マネジメントを支援するなど、実効性のある個別支援を行いま

す。 

 

⑶ 地域・保護者への周知 

 保護者及び地域住民の理解を得るため、市長部局と連携し、本計画の内容について周
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知を図るとともに、学校運営協議会を活用して、地域と学校の連携を促進し、業務の役

割分担の見直しを図ります。 



 

学校と教師の業務の３分類 文部科学省  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoshi-kankyo/index_00020.htm 

議案第１８号資料１ 


